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○賛成　×反対　△退席

意見書・決議の審議結果
※可決された意見書は、国等への関係機関に送付しました。原稿は提案議員が作成しております。
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原案
可決○○○○○×

原発事故の発生により、原発に依存しない取組が求められている。新たなエネルギー資源の開発や
再生可能エネルギーの利用拡大が望まれる。国内の天然ガス消費量の⚑⚐⚐年分にも相当するメタン
ハイドレートが存在するとの試算もあり、注目されている。実用化を進める予算措置や、実用化を
強力に推進する取組を求めるもの。

メタンハイドレートの実用化を求め
る意見書

原案
可決×○⚑

×⚓×○○○

東日本大震災の被災者は、家族を失い、家屋を失い、財産を失い、厳しい生活を余儀なくされてい
る。よって、国会並びに政府に対し、地方自治体が、被災者に対する市町村国保、後期高齢者医療、
介護保険の窓口負担の免除を今後も安定的に継続できるよう、必要な財源の全額を国が負担するこ
とを求めるもの。

東日本大震災の被災自治体が、被災
者に対する医療費全額負担措置等を
継続できるよう、国がその経費の全
額を負担することを求める意見書

原案
可決○

○⚓
△⚑○○○○

昨年の総選挙では、一つの政党が⚑人⚑区の小選挙区において⚔割台の得票で⚘割の議席を占め
た。小選挙区制選挙で投票された約⚕,⚙⚖⚒万票のうち「死に票」は、⚕⚓％にも上った。極めていびつ
な結果であり、民意を正しく反映していない。国民の意思を反映しない小選挙区制を廃止し、選挙
制度の抜本改革を求めるもの。

小選挙区制を廃止し、国民の意思を
反映する選挙制度に見直すことを求
める意見書

原案
可決○○○○○○

劣悪な住環境の貧困ビジネスの施設に集められた生活困窮者の生活保護費地元自治体負担分が市財
政を圧迫している。市議会として、国と都に対し、生活保護制度を悪用し生活困窮者を健康で文化
的な最低限度の生活水準を下回る極めて劣悪な住環境に住まわせ利得を得る貧困ビジネスの規制強
化を求めるもの。

貧困ビジネスの規制強化を求める意
見書

原案
可決○

×⚑
△⚓×○○○

先の大戦の空襲などによる被害は全国に及び、東京でも大きな被害を受けた。多くの被害者はこの
空襲で傷害を受け、筆舌に尽くせない悲惨な体験を引きずり生きている。先進国の多くは、軍人・
民間人の区別なく、等しく救済と補償が行われている。よって空襲被害者等援護法を制定し救済と
補償を求めるものである。

空襲被害者等援護法（仮称）の制定
を求める意見書

否決×○⚑
×⚓××○○

⚖月⚒⚓日投開票の東京都議会議員選挙では、東京オリンピック招致が争点になると思われる。一方
の立場からの広報物だけが投票所やその付近に設置されていたとすれば、選挙の公正さに疑義が生
じかねない。よって、東京都に対し、そのような事態を避けるよう配慮を求めるもの。

東京都政に関する選挙の投票所にお
けるオリンピック招致広報物の取扱
いに関する意見書

原案
可決○○○○○×

市議会は、議員の国民健康保険税等の納付状況を公開した。その中で、渡辺大三議員から政治倫理
条例に基づく弁明が行われた。⚒度目の滞納であるが、期間等について明らかにせず、説明責任は
果たせていない。市民は様々な困難を抱えながらも納税に努めており、市民への背信行為である。
再度誠実に弁明することを求めるもの。

国民健康保険税の滞納について、市
民に情報を公開し、再度誠実に弁明
することを求める決議

原案
可決○○○○○×

渡辺大三議員は平成⚒⚑年度に滞納があり、本会議で弁明を行った。しかし、真摯な説明と謝罪はな
く、市議会は説明責任を果たすよう求めたが、説明されなかった。同議員は平成⚑⚕年にも、国民健
康保険税の滞納について弁明している。納税に真剣でないなら議員としてふさわしくない。よっ
て、市議会議員の職を辞するよう勧告するもの。

再三、国民健康保険税を滞納した渡
辺大三議員に対し議員辞職を勧告す
る決議
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提出いただいた請願・陳情の審査は次のように行われます。

本会議で所
管の委員会
に付託

委員会で
審査

本会議で
採決
※❹

市長等へ
送付

請願・陳情
代表者へ通
知

不採択

採択

継続審査

本会議の最終日
に所管の委員会
に付託

閉会中の委員会
で審査

次の定例会

※
❶

※
❷

※
❸

市長等が願意
にそって執行
・処理

執行・処理経
過及び結果を
議長へ報告

定例会

※❶定例会2日目の午後5時までに提出されたもの
※❷定例会最終日の2日前の午後5時までに提出されたもの
※❸閉会中に提出されたもの
※❹採択、不採択、継続審査の他に趣旨採択及び審議未了と
なる場合があります。なお、いずれの場合も請願・陳情
代表者に結果が送付されます。

趣旨採択とは
　請願・陳情について、財政事情等から願意を実現すること
が困難な場合に行う、「請願・陳情全体の願意は理解でき、
その趣旨目的には賛成である」という意味の議決です。
審議未了とは
　議会が、その意思を示すべき案件ではない等の判断を行い、
会期中に議決も継続審査決定もしないことで、会期不継続の
原則により、廃案（審議未了）とするものです。


